
 

令和８年度 認可保育所設置・運営事業者募集の実施について 

（入所枠：50人以上） 

 

令和９年４月１日及び令和 10 年４月１日までに開設する認可保育所を設置・運営する法

人等について、学識経験者等からなる保育事業設置運営予定者審査部会で審査した結果及

び意見を参考に保育施設等の設置・運営予定者を次のとおり決定します。 

 

記 

 

募集地域 

設置運営予

定者 
施設名 

設置

予定

場所 

施設種

別・事

業類型 

整

備

方

法 

応募

定員 

開設 

予定 

時期 

こど

も誰

でも

通園

同時

選定 

行 政

区 

募 集

番号 

都 島

区 
2 応募事業者なし 

此 花

区 
4 応募事業者なし 

西区 6 応募事業者なし 

港区 7 応募事業者なし 

大 正

区 
8 応募事業者なし 

天 王

寺区 
9 応募事業者なし 

浪 速

区 
10 

(株)木下の

保育 

（仮称）木下の保育園 戎本

町 

戎本

町２ 

保育所

創設 

補

助 
60 

令 和

10年 4

月 1 日 

無し 

西 淀

川区 
11 応募事業者なし 

淀 川

区 

12-

① 
応募事業者なし 

淀 川

区 

12-

② 
応募事業者なし 

淀 川

区 

12-

③ 
応募事業者なし 

淀 川

区 

12-

④ 
応募事業者なし 

東 淀

川区 

13-

① 
選定事業者なし 

東 淀

川区 

13-

② 
応募事業者なし 

東 成

区 
14 応募事業者なし 



生 野

区 
15 応募事業者なし 

旭区 16 応募事業者なし 

城 東

区 
17 応募事業者なし 

鶴 見

区 
18 

（株）セリ

オ 

(仮称)トレジャーキッズつる

みりょくち保育園 
浜３ 

保育所

創設 

補

助 
100 

令和 9

年 4 月

1 日 

無し 

阿 倍

野区 
19 応募事業者なし 

住 之

江区 
20 応募事業者なし 

住 吉

区 
21 応募事業者なし 

東 住

吉区 
22 

（社福）昇

人会 
（仮称）なでしこ保育園 

北田

辺２ 

保育所

創設 

補

助 
108 

令 和

10年 4

月 1 日 

有り 

平 野

区 
23 応募事業者なし 

西 成

区 
24 

（株）ハン

ドシェイク 

（仮称）しあわせいっぱい保

育園 千本南 

千本

南２ 

保育所

創設 

補

助 
75 

令和 9

年 4 月

1 日 

無し 

※ 保育所創設の設置予定場所については、丁目までの表記となっています。 

 

○ 応募のあった事業者について、申請書類の内容について慎重に審議するとともに、応

募事業者への面接を行い、総合的に審査しました。 

なお、審査にあたっては、事業者の概要や事業計画、整備計画といった項目に基づき

評価しました。 

 

（参考） 選定会議での意見 

浪速区 10 地域における保育施設等（認可保育所）設置・運営予定者について 

株式会社木下の保育に対する意見 

・今年度に開設した施設が第三者評価を実施するなど法人のバックアップが出来ている。

今回の施設についても法人の支援を受けて安定的な運営をしてほしい。 

・外国籍の家庭や育児に不安のある家庭など配慮が必要な子どもや保護者について、よ

り具体的な取り組みを検討して充実してほしい。 

・アンケートの回答内容を踏まえて改善につなげてほしい。 

・乳児保育について、誤嚥や午睡などのマニュアルを見直し、安全性確保に努めてもら

いたい。 

・研修計画について、対象者などを含めて具体的で実効性のあるものに見直してほしい。 

 



鶴見区 18 地域における保育施設等（認可保育所）設置・運営予定者について 

株式会社セリオに対する意見 

・多角的な経営をしており、学童保育との連携等が体制として出来上がっている点を高

く評価したい。 

・就業規則や外国人などの人権に配慮した経営がされており、障がい者雇用を行ってい

る点も評価できる。 

・東京での事業展開をする際には、他の法人の保育の良い面を学んでもらいたい。 

・教えられる学びではなく、生きる中で学ぶことを意識したカリキュラムを作成された

い。 

・監査指摘等に対してどのように対応したのか具体的な内容（PDCA等）を示してもらい

たい。 

・施設長の負担が過重にならないように、法人が保育現場をサポートできるように組織

体制の強化に努められたい。 

・施設長のこれまでの経験や考えを生かした保育の実践に努められたい。 

 

 

東住吉区 22 地域における保育施設等（認可保育所）設置・運営予定者について 

社会福祉法人昇人会に対する意見 

・マニュアル類等よく整備されており高く評価できる。今後フローチャートも作成する

等の改善も行っていただきたい。 

・施設長予定者を中心に開設後も研修や実践を積み重ね、良好な施設運営を継続できる

体制を整備されたい。 

・コンプライアンスや内部統制等について、実行性ある仕組みを作り、持続していただ

きたい。 

・こども誰でも通園（乳児等通園支援）事業についても新しい制度なので情報収集を行

いながら、実績を積み重ねていただきたい。 

 

 

西成区 24 地域における保育施設等（認可保育所）設置・運営予定者について 

株式会社ハンドシェイクに対する意見 

・財務状況は良好で安定的な運営が期待できる。 

・諸規定は法令の改定や時代の流れに応じた見直しを図られたい。 

・既存事業所の監査で指摘されている事項について、指摘を受けた園だけでなく、全て

の園で共有し、再発防止に取り組んでいただきたい。 

・今後の建設に向けて、職員用トイレや休憩室など職員の労働環境への配慮を図られた

い。 

 


